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１．要 旨 

東大和市清原中央公園運動広場の設置を定めた東大和市体育施設等に関する条例の一部を

改正する条例（令和６年条例第６号）については、その施行期日を公布の日から起算して１年

を超えない範囲内において規則で定める日から施行するとされている。 

ついては、東京都から使用許可を得られ東大和市清原中央公園運動広場の管理を開始する

日が、令和６年８月９日となることから本規則を制定するものである。 
 

（１）主な内容 

東大和市体育施設等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を、令和６年８月９日

とする。 

 

（２）施行日 

  公布の日から施行する。 

 

（３）影響及び効果 

  施設の管理及び市民などへの利用に供することができる。 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

（１）総務課審査済み。 

（２）令和６年７月２６日開催の令和６年第７回東大和市教育委員会定例会において審議 

済み。 

  

 ３．留意事項（問題点等） 

 東大和市清原中央公園運動広場の利用料金の額については、指定管理者から、「当該施設が

新規開設のため利用料金収入の見込みが立たない」として、東大和市体育施設等に関する条

例別表第５に定める上限額と同額としたい旨の承認依頼があり、令和６年７月２６日開催の

令和６年第７回東大和市教育委員会定例会において承認された。 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

庁議終了後、必要な事務を進める。 

 ５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


